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舞鶴市小学校給食調理業務委託に係る契約要件 

 

１．入札参加者の資格 

 入札公告「２  競争入札参加資格」のとおり 

 

２．委託業務内容 

(1) 調理 

(2) 配缶 

(3) 食器・調理機器等の洗浄、消毒及び保管 

(4) 施設・設備の清掃及び日常点検 

(5) 残菜及び厨芥の処理 

(6) 前各号に付帯する業務 

 

３．委託者（舞鶴市）の経費負担 

(1) 食材料費…舞鶴市が発注・検収し、受託者に引き渡す。 

(2) 光熱水費（電気・上下水道・ガス） 

(3) 学校給食室の設備・機械等の維持管理費 

(4) 食器具及び調理用消耗品費 

(5) 鼠族昆虫駆除費 

(6) 残菜・厨芥処理費 

 

４．貸付 

    委託者の所有する調理器具等は受託者（貴社）に賃貸する。 

  １カ年の賃貸料（消費税及び地方消費税額を除く）は、次のとおりとする。 

新舞鶴小学校     ２，１００，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    三笠小学校         ９６０，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    明倫小学校        ５１０，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    余内小学校       ２，１００，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    倉梯第二小学校    １，３５０，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    福井小学校       １，５００，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    岡田小学校      １，３８０，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    由良川小学校      １，０２０，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

    中筋小学校      ４，８６０，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 
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    志楽小学校       １，９００，０００円（消費税及び地方消費税額を除く） 

 

 

 

５．損害賠償の責任 

業務の履行に当たって、受託者の故意又は過失により、委託者又は第三者に損害を 

  与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

６．労働法上の責任 

  受託者は、受託者の従業員に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法、

労働者災害補償保険法、職業安定法、最低賃金法、その他従業員に対する法令上の責任をすべ

て負い、責任を持って労務管理をすること。 

 

７．給食日数及び食数等 

    見積りに係る給食実施日数は年間１９０日（令和６年度～７年度）とする。 

※ 委託料の見積りには、給食実施日数以外に、学校給食開始前におけるトレーニング日、学

期前後における調理場の清掃・点検・準備等を含むものとする。 

 学校毎の１日あたりの食数は、次のとおりとする。 

    新舞鶴小学校      ６１０食（アレルギー除去食４３名程度） 

    三笠小学校        １５０食（アレルギー除去食８名程度） 

    明倫小学校       ３２０食（アレルギー除去食１３名程度） 

    余内小学校        ３７０食（アレルギー除去食２８名程度） 

    倉梯第二小学校     ２８０食（アレルギー除去食１６名程度） 

    福井小学校        １３０食（アレルギー除去食７名程度） 

    岡田小学校        ９０食（アレルギー除去食１０名程度） 

    由良川小学校        ７０食（アレルギー除去食１名程度） 

    中筋小学校       ７１０食（アレルギー除去食４０名程度） 

    志楽小学校        ３４０食（アレルギー除去食１６名程度） 

 

 

８．調理従事者 

(1) 現場責任者 … 正規職員で、栄養士又は調理師の資格を有し、集団給食調理業務に１年以上     

の経験を有すること。 
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(2) 現場副責任者 … 同上 

(3) 配置基準 … 別記のとおり 

※ 調理従事者の人数確保は、始業開始から調理・配缶作業完了までは必須とする。洗

浄、後片付け等は任意とする。 

(4) 従事者の要件… 調理に従事する者のうち半数以上は、舞鶴市に引き続き住所を有する者とす        

ること。なお、従事者の年齢は１８歳以上で６５歳までとすること。 

 

９．受託者が用意するもの 

(1) 調理業務に必要な被服等 

            白衣上下、作業用服・ズボン、帽子、マスク、長靴、作業用サンダル、運動靴、個人

用調理用ゴム手袋、軍手、ゴム前掛（調理区分毎）等 

(2) 雑貨、文具等 

            救急薬品類（消毒薬、絆創膏、ハンドクリーム等）、筆記用具類（ボールペン、鉛筆、

ノート等）、学校給食を喫食する場合は実費、茶器、お茶等 

(3) その他受託者の負担とすることが適当と認められるもの 

       手洗い用ペーパータオル、調理従事者が使用する休憩室、便所等を使用するために必要

な洗剤、石鹸、薬品等 

(4) 営業許可の申請に係る経費 

 

10．調理室等の形態 

(1) ドライシステム 

(2) 食器は強化磁器製食器（４種類） 

(3) 食器洗浄器は１槽式（食器等は手洗いとし、食器洗浄器は仕上げ洗浄用として使用） 

(4) 配食は給食（調理）室までとする。 

 

11．入札方法等 

 (1) 学校ごとに入札（小規模校は複数校で契約の場合あり） 

 (2) 契約期間は２ヶ年 

 (3) 入札書には、２ヶ年分の見積金額（見積もった契約希望金額の１００／１１０相当額）を記

載すること。 

 

12．その他 

      給食実施日数（年間）及び食数（１日当たり）の１割以内の増減は委託料の精算をしないも

のとする。 
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追記事項 

(1) 学校給食が教育課程の一環として行われることに鑑み、その実施にあたっては教育の場での従

事ということを明確に意識するとともに、衛生管理の徹底や児童たちとのふれあいに十分配慮す

ること。 

(2) 学校・教委・保護者・受託会社で構成する４者協議会の運営に参画すること。 

(3) 試食会等の開催、学校行事に伴う給食日時の変更等については、その対応に協力すること。 
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別 記 

 
舞鶴市立新舞鶴小学校（舞鶴市字溝尻 1200番地の 4）          

     従事者数…７名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）／日 以上 

 

舞鶴市立三笠小学校（舞鶴市字桃山町 15番地の 1）        

     従事者数…４名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）／日 以上 

 

舞鶴市立明倫小学校（舞鶴市字北田辺128番地の1）          

     従事者数…５名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）／日 以上 

 

舞鶴市立余内小学校（舞鶴市倉谷30番地）          

     従事者数…６名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）／日 以上 

 

舞鶴市立倉梯第二小学校（舞鶴市字行永 7番地）          

     従事者数…５名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）／日 以上 

 

舞鶴市立福井小学校（舞鶴市字下福井 702番地の 1）        

     従事者数…４名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）※／日 以上 

 

舞鶴市立岡田小学校（舞鶴市字久田美930番地）          

     従事者数…３名（責任者（正規職員）１名含む）※／日 以上 

 

舞鶴市立由良川小学校（舞鶴市丸田74番地）          

     従事者数…３名（責任者（正規職員）１名含む）※／日 以上 

 

舞鶴市立中筋小学校（舞鶴市字公文名 490番地）          

     従事者数…７名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）／日 以上 

 

舞鶴市立志楽小学校（舞鶴市字小倉 60番地）        

     従事者数…５名（責任者（正規職員）・副責任者（正規職員）各１名含む）／日 以上 

 

 

※福井、岡田、由良川小学校の副責任者は、どちらか１校に正規職員を配置すること 

 


